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加点を受けた落札者が対象の事業年度または暦年の
終了後に決算書等を契約担当官等へ提出

賃上げ基準に達していない者については、１年間、
国の総合評価落札方式の調達の全てにおいて、
加点より大きな割合の減点

実績確認 賃上げ基準に達していない者には減点措置

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって加点評価 （賃金引き上げ表明は①年度単位又は②暦年単位での表明）

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

加点措置

①契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度
②契約を行う予定の暦年

■措置の流れ

■加点評価：事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値（大企業：3%、中小企業等：1.5%）以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価に
おいて加点。加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提出。加点割合は５％以上。

■適用対象：令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。
（取組の通知を行った時点で既に公告を行っている等の事情のあるものはのぞく）

■実績確認等：加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の国の調達におい
て、入札時に加点する割合よりも大きく減点。

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11 月19 日閣議決定）及び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて
～」（令和３年11 月８日新しい資本主義実現会議）において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合
評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して加算点又は技術点の加点を行う。

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
賃上げ実績の確認の運用等について

賃上げの表明を行い受注した企業に対する「賃上げ実績の確認」においては、事業年度単位の賃上げを表明する場合は
「法人事業概況説明書」、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」から給与等受給者一人当た
りの給与総額（中小企業等の場合は給与総額）により確認するのが標準的な方法として示されている。

（事業年度単位の賃上げを表明した場合）法人事業概況説明書 （暦年単位の賃上げを表明した場合）
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

年度終了後に前年度分とあわせて
契約担当官等に提出

↓
所定の欄の値から実績の確認を行う

暦年終了後に前年分とあわせて
契約担当官等に提出

↓
所定の欄の値から実績の確認を行う
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
（賃上げ実績の確認の運用等について）

　令和３年12月24日付国土交通省通知「４ 賃上げ実績の確認」においては、標準的な方法とされている
「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の所定の書類により賃上げ実
績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認す
ることができると認められる書類に代えることができるとしたところ。

　賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、以下の通り、具体
的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方について整理。

１．確認書類の提出方法
 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により「入札説明書に示されている基準と同
等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面（別紙様式例）を、賃上
げを行ったことを示す書類と共に提出

※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う。
※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。

２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
①中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも

可能

②各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能

③国土交通省通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や
補完を行って評価することも可能

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の署名・捺印を求めており、業者の真摯な
対応を期待するものである。

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
（賃上げ実績の確認の運用等について）

３．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の具体的な場合の例

・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用して

いる給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者が除かれたもので給与総額等を評価する。
・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業
員等が除かれたもので給与総額等を評価する。
・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減
らしている場合については、超過勤務手当等が除かれたもので給与総額等を評価する。
・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過
勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務

や一時雇用が除かれたもので給与総額等を評価する。
・業績に応じて支給する一時金や賞与等が除かれたもので給与総額等を評価する。

・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮されたもので評
価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場

合、これが除かれたもので評価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でない

ものが含まれてしまう場合は、これが除かれたもので評価する。
・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これが除かれたもので評価

する。

※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
（賃上げ実績の確認の運用等について）

（別紙様式例　～確認書類の提出方法～）

賃金引上げ計画の達成について

私は、〇〇株式会社が、令和○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇株式会社の

事業年度）（又は○年）において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等
の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。

（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容）

（記載例１） 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、
給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書
と同等の賃上げを実行したものと認めました。

（記載例２） 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した（対前
年度〇％増加）が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。これら
の要因により、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の
賃上げを実行したものと認めました。

令和 年 月 日
（住所を記載）

（税理士又は公認会計士等を記載） 氏名 ○○ ○○
（添付書類）
・〇〇〇
・〇〇〇
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
（賃上げ実績の確認の運用等について）

４．経年的に本制度による加点を受けるために賃上げ表明を行う期間について

入札者が加点を受けるために表明する賃上げの期間は、事業年度単位又は暦年単位のいずれかを選
択できることとしている。

経年的に本制度によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又
は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加
点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が
生じることが考えられる。

このため、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期
間とする。

５．賃上げを表明する期間について

入札説明書等において賃上げの実施に関する評価基準として記載する賃上げ表明を行う期間（※）につ
いては、別添の考え方に沿って記載する。

特に、事業年度単位の賃上げを表明する場合、契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度における
賃上げを表明した場合を加点対象とすることに留意。

※入札説明書における評価基準の「○年」部分に該当する期間。
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賃上げ表明書の評価（加点）を実施する適用期間について

R4.10月 R5.9月

事
業
年
度
単
位
の
場
合

R4.4月 R5.3月

R5.3月 R6.2月

契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度における前年度比での賃上げを表明した場合が加点対象※

暦
年
単
位
の
場
合

R5.10月 R6.9月

R5.4月 R6.3月

R6.3月 R7.2月

R4.1月 R4.12月

R5.1月 R5.12月

契約を行う予定の年（暦年）における前年比での賃上げを表明した場合が加点対象

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の
期間（決算時期）が異なる）

前年度比での賃上げを表明する
対象となる事業年度の期間

前年比での賃上げを表明する対
象となる暦年の期間

契約予定日がR4.4～R5.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR5.4～R6.3月にある場合は
以下のような期間の事業年度における
賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR4.4～12月にある場合は
令和４年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日がR5.1～12月にある場合は
令和５年における賃上げ（表明）が加点評価の対象

契約予定日の範囲
（R4.4～R5.3月）

契約予定日の範囲
（R5.4～R6.3月）

契約予定日の範囲
（R4.4～12月）

契約予定日の範囲
（R5.1～12月）

※上図の解釈に沿って、入札説明書の事業年度単位の場合の「○年４月」は、契約を予定する年度の４月となるよう記入下さい。
入札説明書記載例欄外注（ 「○年：契約を行う予定の年度または暦年を記載すること」 ）には上図以外の解釈もあり得るので補足します。

賃上げ表明が加点評価となる
事業年度の期間の例
（事業者により事業年度の
期間（決算時期）が異なる）

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

賃上げ表明が加点評価となる
暦年の期間

別添
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従業員への賃金引上げ計画の表明書 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は

対前年）増加率○％以上とすることを 

表明いたします。 

従業員と合意したことを表明いたします。 

令和 年  月  日 

株式会社○○○○ 

（住所を記載） 

代表者氏名 ○○ ○○  

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

令和 年  月  日 

株式会社○○○○ 

従業員代表 氏名 ○○ ○○  印 

給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○  印 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外の 

ところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 

状況に応じいずれかを選択※ 

参考１ 
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（留意事項） 

１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 

２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 

３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 

４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 
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従業員への賃金引上げ計画の表明書 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とす

ることを 

表明いたします。 

従業員と合意したことを表明いたします。 

令和 年  月  日 

株式会社○○○○ 

（住所を記載） 

代表者氏名 ○○ ○○  

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

令和 年  月  日 

株式会社○○○○ 

従業員代表 氏名 ○○ ○○  印 

給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○  印 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外の 

ところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 

状況に応じいずれかを選択※ 

10



（留意事項） 

１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 

２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 

３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 

４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 
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